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１【提出理由】

当社は、2024年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月19日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

 １ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

 １株につき金44円(普通配当12円、特別配当32円)

　総額214,766,420円

 ２ 効力発生日

 2024年６月20日

 
第２号議案　取締役５名選任の件

 山本琴一、栁井仁司、北村和則、長山育男及び十川智基を取締役に選任するものであります。

 
第３号議案 監査役３名選任の件

 中野守康、高芝貴彦及び岩田誠を監査役に選任するものであります。

 
第４号議案 取締役の報酬額改定の件

 取締役の報酬限度額を年額220百万円以内（うち社外取締役分は年額12百万円以内。）と改定するも

のであります。なお、取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし

ます。

 
第５号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

 取締役（社外取締役を含みます。）及び監査役（以下、取締役と併せて「対象役員」といいま

す。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一

層の価値共有を進めることを目的として、第４号議案「取締役の報酬額改定の件」における報酬枠内

で、対象役員に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として、取締役につき年額13百万

円以内（うち社外取締役分は年額１百万円以内）とし、監査役につき年額２百万円以内を支給するも

のであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金処分の件

32,478 40 ― (注)１ 可決 99.51

第２号議案
取締役５名選任の件

      

　山本　琴一 32,452 66 ―

(注)２

可決 99.43

　栁井　仁司 32,465 53 ― 可決 99.47

　北村　和則 32,465 53 ― 可決 99.47

　長山　育男 32,464 54 ― 可決 99.46

　十川　智基 32,463 55 ― 可決 99.46

第３号議案
監査役３名選任の件

      

　中野　守康 32,467 51 ―

(注)２

可決 99.47

　高芝　貴彦 32,463 55 ― 可決 99.46

　岩田　誠 32,465 53 ― 可決 99.47
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決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第４号議案
取締役の報酬額改定
の件

32,270 248 ― (注)１ 可決 98.87

 

第５号議案
取締役及び監査役に
対する譲渡制限付株
式の付与のための報
酬決定の件

31,432 1,086 ― (注)１ 可決 96.30

 

(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。
３ 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対す
る、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり
ます。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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